
鏡
野
町
が
出
資
し
て
い
る

法
人
の
経
営
状
況
の
報
告

　

以
下
の
８
法
人
に
つ
い
て
、
経

営
状
況
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

•
財
団
法
人
鏡
野
町
振
興
公
社

•
株
式
会
社
未
来
奥
津

•
株
式
会
社
花
美
人
の
里

•
財
団
法
人
上
齋
原
振
興
公
社

•
財
団
法
人
富
畜
産
公
社

•
財
団
法
人
富
ふ
る
さ
と
振
興
公

社
•
有
限
会
社
フ
ァ
ー
ム
登
美

•
人
形
峠
原
子
力
産
業
株
式
会
社

条
例
の
制
定

▼
鏡
野
町
電
源
立
地
地
域
対
策
交

付
金
施
設
整
備
基
金
条
例

▼
鏡
野
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

条
例
の
改
正

▼
鏡
野
町
町
営
バ
ス
運
行
事
業
に

関
す
る
条
例

▼
鏡
野
町
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
給
付
に
関
す
る
条
例

▼
鏡
野
町
心
身
障
害
者
医
療
費
給

付
条
例

▼
鏡
野
町
乳
幼
児
及
び
児
童
医
療

費
給
付
条
例

▼
鏡
野
町
老
人
医
療
費
給
付
条
例

▼
鏡
野
町
恩
原
高
原
ス
キ
ー
場
条

例▼
鏡
野
町
青
少
年
健
全
育
成
協
議

会
条
例

平
成
20
年
度
補
正
予
算

　

一
般
会
計

補
正
額

　
　
　

１
億
１
６
８
３
万
３
千
円

予
算
総
額

　

１
１
２
億
２
１
８
１
万
６
千
円

主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

<

総
務
費>

移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整
備
事
業

費　
　
　
　
　

８
３
０
万
６
千
円

科
学
技
術
関
係
施
設
管
理
費

　
　
　
　
　

２
１
９
７
万
３
千
円

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
施
設

整
備
基
金
積
立
金

　
　
　
　
　
　
　

１
億
４
千
万
円

賦
課
徴
収
管
理
費

　
　
　
　
　
　

８
０
０
万
５
千
円

滞
納
整
理
費　
　
　

５
４
０
万
円

<

民
生
費>

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
費

　
　
　
　
　
　

５
７
９
万
９
千
円

<

農
林
水
産
業
費>

水
田
営
農
推
進
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　

４
０
０
万
円

小
規
模
土
地
改
良
事
業
費

　
　
　
　

△
１
３
４
９
万
２
千
円

小
規
模
林
道
整
備
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　

３
４
２
万
円

中
山
間
地
域
等
生
活
・
交
流
基
盤

整
備
推
進
事
業
費

　
　
　
　
　

１
４
３
９
万
２
千
円

<

土
木
費>

除
雪
基
地
整
備
事
業
費

　
　
　
　
　
　

△
１
億
５
千
万
円

平
成
20
年
９
月

会

（
９
月
５
日
〜
24
日
）

定
例
議

平成19年度健全化判断比率　　　　（単位：％）
健全化判断比率 平成19年度各比率 早期健全化基準

①実質赤字比率 － 14.11

②連結実質赤字比率 － 19.11

③実質公債費比率 18.9 25.00

④将来負担比率 45.5 350.00

　

平
成
20
年
９
月
定
例
議
会
が
９
月
５
日
か
ら
24
日
ま

で
の
会
期
で
開
か
れ
、
条
例
の
制
定
や
平
成
20
年
度
補

正
予
算
な
ど
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

可
決
・
承
認
さ
れ
た
案
件
な
ど
の
概
要
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

平成19年度公営企業資金不足比率　　　　　 　（単位：％）
特別会計の名称 平成19年度比率 経営健全化基準比率 備　考

国民健康保険病院事業会計 － 20 法適用
水道事業会計 － 20 法適用
簡易水道特別会計 － 20 法非適用
香々美簡易水道特別会計 － 20 法非適用
公共下水道特別会計 － 20 法非適用
農業集落排水事業特別会計 － 20 法非適用
林業集落排水事業特別会計 － 20 法非適用

１．実質赤字及び連結実質赤字が発生しない場合は「－」
表示である。
２．健全化判断比率が、早期健全化基準数値の一つでも上
回る場合には、早期健全化団体として自主的な改善努力
が義務付けられる。

１．資金不足が発生しない場合は、資金不足比率は「－」表示である。
２．資金不足比率が、経営健全化基準比率を上回る場合には、経営健全化団体と
して自主的な経営改善努力が義務付けられる。

財
政
健
全
化
判
断
比
率　
　
　
　

　
　

及
び
資
金
不
足
比
率
の
報
告
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